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櫻坂を緩歩中

令和８年度 札幌市立高等学校の募集人員

札幌市教育委員会が「令和８年度の札幌市立高等学校の募集人員」を告示しました。下表の

通りです。

なお、北海道立高等学校の募集人員につきましては、北海道教育委員会が告示次第、お知ら

せいたします。

学 校 名 課 程 学科名（コース名） 生徒定員

普通科 ２４０人
単位制による全日制市立札幌旭丘高等学校

８０人数理データサイエンス科

市立札幌大通高等学校 普通科 ３２０人単位制による定時制

市立札幌新川高等学校 全日制 普通科 ３２０人

２８０人普通科（普通）

市立札幌平岸高等学校 全日制
４０人普通科 デザインアート（ ）

２００人普通科（普通）

単位制による全日制市立札幌清田高等学校
４０人普通科（グローバル）

市立札幌啓北商業高等学校 全日制 未来商学科 ２４０人

市立札幌藻岩高等学校 普通科 ２４０人単位制による全日制

備考 市立札幌大通高等学校普通科の募集人員３２０人のうち、１５人は転入学及び編入

学の募集人員、１５人は後期入学（転入学及び編入学を含む）の募集人員とする。

令和８年度 道立高等学校及び札幌市立高等学校「入学者選抜の手引」●
道立高等学校及び札幌市立高等学校「入学者選抜の手引」が北海道教育委員会（道立高校）

及び札幌市教育委員会（札幌市立高校）ＨＰにそれぞれアップされました。

「入学者選抜の手引」とは、入試に関するルールブックのようなもので、専門用語が多く使

われていることから、理解しずらいことも多いと思われますが、関心のある方は閲覧してくだ

。 、 。さい また 入試がこの手引によって公正かつ厳正に行われていることをお知りおきください
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【札幌白石高等学校】＝吹奏楽部練習体験会・説明会（対象＝中学生）

札幌白石高校の吹奏楽部体験会・説明会が下記の通り行なわれます。

①日時 令和７年１０月１９日（日） １４：３０～１７：３０（受付１４：００～）

１１月 ３日（月祝）１４：３０～１７：３０（受付１４：００～）

②会場 札幌白石高校 音楽室

③留意 ・ ２回開催しますが、内容はほぼ同じ予定です。どちらか都合の良い方にご参加く

ださい。両日の参加もＯＫです。

（ ） （ ） 。吹奏楽部体験会・説明会の参加希望者１０月９日 木 までに係 髙野 へ申し出てください

詳細の記されたプリントをお渡しします。その後は、各自で申し込みください。

【札幌静修高等学校】＝吹奏楽部クラブ体験会・説明会（対象＝中学生）

札幌静修高校の吹奏楽部クラブ体験会が下記の通り行なわれます。

①日時 令和７年１０月１０日（金）１８：００～１９：００

１８日（土）１０：００～１１：００（午前の部）

１４：００～１５：００（午後の部）

２７日（月）１８：００～１９：００

３０日（木）１８：３０～１９：３０←※

※３０日は小ホールでの定期演奏会リハーサル見学が可能です。

②会場 いずれもＫｉｔａｒａリハーサル室

③留意 ・ 持ち物は楽器、手入れ用品、水抜きシート（またはタオル）ですが、大型楽器担

当で、持参が難しい場合は、札幌静修高校所有の楽器を貸し出すこともできます。

早めにお知らせください。

④電話 ０９０－９５２２－９４３８（吹奏楽部専用電話）

吹奏楽部クラブ体験会の参加希望者は上記の電話（番号）から申し込みください。

（ 。）中学校への連絡は不要です

●札幌静修高校の第３３回定期演奏会
札幌静修高校の第３３回定期演奏会が１０月３１日（金）に札幌コンサートホール でkitara

開催されます。開場は１８：３０で開演は１９：００です。

前売り券３００円、当日券５００円ですが２枚の招待券が中学校へ届いております。招待券

が欲しい方がおりましたら係（髙野）へ申し出てください。先着順（早い者勝ち）でお渡しし

ます。

◎ｃｏｆｆｅｅ ｂｒｅａｋ 々
「時々 「佐々木」などに使われる「々」は漢字なのでしょうか、それとも記号なのでしょ」、

「々」は漢字ではなく記号うか。漢字を繰り返す時に使用する躍り字（踊り字）の１つですが、

です。また、記号である「々」に独自の読み方はありませんが、カタカナの「ノ 「マ」に見え」

ることから 「ノマ」や「ノマ字点」と呼ばれております。、

（ ） 、「 」、「 」、「 」 。パソコン ワープロ では おなじ どう くりかえし と打っと出すことができます

なお、こうした躍り字を用いる時に１点注意すべき点があります。それは 「躍り字は、ひと、

つの単語を繰り返すときに使う 」というルールがあります。そこで 「民主主義」を「民主々。 、

義」や「見本本」を「見本々」と表記することはできません。


